
ギャンブル等依存症対策推進基本計画【概要】
第一章 ギャンブル等依存症対策の基本的考え方等

第二章 取り組むべき具体的施策 （主なもの）

Ⅰ ギャンブル等依存症問題の現状

Ⅱ ギャンブル等依存症対策の基本理念等

Ⅲ ギャンブル等依存症対策推進基本計画の基本的事項

Ⅳ ギャンブル等依存症対策の推進に向けた施策について

 国内の「ギャンブル等依存が疑われる者」の割合：成人の0.8％ （平成29年度日本医療研究開発機構（AMED）調査結果）

 発症、進行及び再発の各段階に応じた適切な措置と関係者の円滑な日常生活及び社会生活への支援

 多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の関連問題に関する施策との有機的な連携への配慮

 アルコール、薬物等依存に関する施策との有機的な連携への配慮

 推進体制：ギャンブル等依存症対策推進本部（本部長：内閣官房長官） 対象期間：平成31年度～平成33年度（３年間）

 基本的な考え方

 ギャンブル等依存症問題啓発週間（５月14日～20日）における積極的な広報活動の実施

 政府においては、全都道府県が速やかに推進計画を策定するよう促進

Ⅰ 関係事業者の取組：基本法第15条関係

Ⅱ 相談・治療・回復支援：基本法第16～19条関係

Ⅲ 予防教育・普及啓発：基本法第14条関係

Ⅳ 依存症対策の基盤整備：基本法第20・21条関係

Ⅴ 調査研究：基本法第22条関係

Ⅵ 実態調査：基本法第23条関係

Ⅶ 多重債務問題等への取組

広告宣伝の在り方

アクセス制限
・

施設内の取組

相談・治療に
つなげる取組

依存症対策の
体制整備

・新たに広告宣伝に関する指針を作成、公表。注意喚起標語の大きさや時間を確保 (～平成33年度) [公営競技・ぱちんこ]

・通年、普及啓発活動を実施するとともに、啓発週間に新大学生・新社会人を対象とした啓発を実施 (平成31年度～) [公営競技・ぱちんこ]
・本人申告・家族申告によるアクセス制限等に関し、個人認証システム等の活用に向けた研究を実施 (～平成33年度) [競馬・ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ]

・インターネット投票の購入限度額システムを前倒し導入 (平成32年度） [競馬・ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ]

・自己申告プログラムの周知徹底・本人同意のない家族申告による入店制限の導入 (平成31年度) [ぱちんこ]

・自己申告・家族申告プログラムに関し、顔認証システムの活用に係るモデル事業等の取組を検討（～平成33年度） [ぱちんこ]

・18歳未満の可能性がある者に対する身分証明書による年齢確認を原則化 (平成31年度) [ぱちんこ]

・施設内・営業所内のATM等の撤去等 (平成31年度～) [公営競技・ぱちんこ]

・自助グループをはじめとする民間団体等に対する経済的支援

[公営競技：平成33年度までの支援開始を目指す／ぱちんこ：31年度に開始、実績を毎年度公表]

・ギャンブル依存症予防回復支援センターの相談者助成(民間団体の初回利用料・初診料負担)の拡充の検討に着手(平成31年度～) [ﾓ ﾀーｰﾎﾞー ﾄ]

・依存症対策最高責任者等の新設 、ギャンブル等依存症対策実施規程の整備 （～平成33年度） [競馬・ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ]

・依存問題対策要綱の整備、対策の実施状況を毎年度公表 (平成31年度～) [ぱちんこ]

・第三者機関による立入検査の実施 (平成31年度～) 、「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」による対策の強化（～平成33年度） [ぱちんこ]

ＰＤＣＡサイクルによる
計画的な不断の取組の推進

多機関の連携・協力による
総合的な取組の推進

重層的かつ多段階的な
取組の推進

相談支援

・全都道府県・政令指定都市への相談拠点の早期整備 （平成32年度目途） [厚労省]

・ギャンブル等依存症である者等の家族に対する支援の強化 [関係省庁]

・婦人相談所相談員、母子・父子自立支援員、児童相談所職員、障害福祉サービス従事者・発達障害者支援センター職員等における支援(平成31年度～)[厚労省]

・ギャンブル等依存症対策に関する各地域の消費生活相談体制強化 (平成31年度～) [消費者庁]

・多重債務相談窓口・日本司法支援センターにおける情報提供・相談対応 (平成31年度～) [金融庁・法務省]

・相談対応等においてギャンブル等依存症に配慮できる司法書士の養成 (平成31年度～) [法務省]

治療支援
・全都道府県・政令指定都市への治療拠点の早期整備 （平成32年度目途） [厚労省]

・専門的な医療の確立に向けた研究の推進、適切な診療報酬の在り方の検討 (平成31年度～) [厚労省]

民間団体支援
・自助グループをはじめとする民間団体が行うミーティング等の活動支援に係る施策の改善・活用促進 （平成31年度～） [厚労省]

・自助グループをはじめとする民間団体等に対する経済的支援（再掲） (平成31年度～) [公営競技・ぱちんこ]

社会復帰支援

・ギャンブル等依存症問題を有する生活困窮者の支援 （平成31年度～） [厚労省]

・ギャンブル等依存症問題を有する受刑者への効果的な指導・支援 (平成31年度～) [法務省]

・受刑者・保護観察対象者等に対する就労支援 (平成31年度～) [法務省]

・シンポジウム、普及啓発イベント等を通じ、依存症の正しい知識や相談窓口等を積極的かつ継続的に普及啓発（平成31年度～）［厚労省］

・特設ページ・SNS等を活用した消費者向けの総合的な情報提供。成人式などあらゆる機会を活用した、地域における普及啓発の推進（平成31年度～） [消費者庁]

・新学習指導要領や指導参考資料を活用した学校教育における指導の充実。社会教育施設等を活用した保護者等への啓発の推進 (平成31年度～) [文科省]

・金融経済教育におけるギャンブル等依存症対策の啓発 (平成31年度～) [金融庁]

・産業保健総合支援センターを通じた職場における普及啓発の推進 (平成31年度～） [厚労省]

連携協力体制
の構築

・各地域における包括的な連携協力体制の構築 [関係省庁]

（専門医療機関その他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、財務局等・地方公共団体多重債務相談担当課、消費生活センター、日本司法支援センター、

司法書士会等、矯正施設、保護観察所、市区町村、教育委員会、生活困窮者自立相談支援事業実施機関、地域自殺対策推進センター、児童相談所、産業保健

総合支援センター、福祉事務所、発達障害者支援センター、警察、健康保険関係団体、自助グループ・民間団体、関係事業者等が参画） (平成31年度～)

人材の確保

・医師臨床研修の見直し等［厚労省］、医学部における教育の充実［文科省］（平成31年度～）

・保健師、助産師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士の継続的な養成 [厚労省]

・刑事施設職員、更生保護官署職員の育成 (平成31年度～） [法務省]

・ギャンブル等依存症の標準的な治療プログラムの確立に向けたエビデンスの構築等、治療プログラムの全国的な普及 (平成31年度～） [厚労省]

・個人認証システム・海外競馬の依存症対策に係る調査、ICT技術を活用した入場管理方法の研究 (平成31～33年度） [競馬・ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ]

・多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等のギャンブル等依存症問題の実態把握 (平成32年度） [厚労省]

・国民のギャンブル等の消費行動の実態調査を実施 (～平成33年度） [消費者庁]

・相談データの分析によるギャンブル等依存症問題の実態把握 (平成31年度～) [公営競技・ぱちんこ]

・ギャンブル等依存症が児童虐待に及ぼす影響の調査 (平成31年度～) [厚労省]

・貸金業・銀行業における貸付自粛制度の適切な運用の確保及び的確な周知の実施 (平成31年度～） [金融庁]

・違法に行われるギャンブル等の取締りの強化 (平成31年度～） [警察庁]
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